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（９）広報めいわ　平成１８年３月１０日

　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修
会
は

２
月
　
～
　
日
の
２
日
間
、
役
場

２３

２４

会
議
室
を
会
場
に
開
か
れ
、
町
職

員
１
２
６
人
が
「
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
と
個
人
情
報
保
護
」
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

　
研
修
会
で
は
、
群
馬
リ
コ
ー
株

式
会
社
か
ら
講
師
を
招
き
、
▽
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
▽
被
害
・

事
故
例
か
ら
学
ぶ
▽
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に

つ
い
て
、
町
職
員
個
人
情
報
保

護
・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
を
使
い
な
が
ら
講
義
受
け

ま
し
た
。
町
職
員
が
、
個
人
情
報

保
護
・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関

す
る
研
修
を
改
め
て
実
施
し
、
一

人
ひ
と
り
の
意
識
を
高
め
、
法
令

を
遵
守
し
、
適
正
な
事
務
執
行
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

　
町
で
は
、
広
報
広
聴
活
動
に
住

民
の
声
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
２
月

　
日
、
ふ
る
さ
と
産
業
文
化
館
を

１９会
場
に
広
報
広
聴
研
究
会
を
発
足

し
、　

人
の
町
民
の
か
た
が
今
後

１７

の
活
動
や
目
的
な
ど
を
話
し
合
い

ま
し
た
。

　
こ
の
研
究
会
は
、
町
政
に
対
す

る
住
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
て

い
る
こ
と
や
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体

が
あ
る
中
、
時
代
に
合
っ
た
広
報

広
聴
活
動
を
自
分
た
ち
で
研
究
す

る
こ
と
が
目
的
。
は
じ
め
に
恩
田

町
長
は
「
町
民
が
何
を
要
望
し
て

い
る
の
か
、
何
を
知
り
た
い
の
か

皆
さ
ん
か
ら
の
率
直
な
意
見
を
聞

い
て
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
生
か

し
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。
会
長
に

広
報
広
聴
研
究
会
に
　
人
１７

 町
民
が
積
極
的
に
町
政
に
参
加

高
橋
順
子
さ
ん
（
新
里
）、
副
会
長

に
小
平
進
さ
ん
（
新
里
）
が
選
出
さ

れ
、
毎
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
研
究

会
を
開
き
、
主
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
通
じ
て
今
後
の
研
究
会
の
進
め

方
や
日
程
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
高
橋
会
長
は
「
行
政
の
政
策
形

成
過
程
へ
の
町
民
参
画
が
積
極
的

に
で
き
る
仕
組
み
を
勉
強
す
る
こ

と
で
『
自
分
た
ち
の
町
や
地
域
は

自
分
た
ち
で
つ
く
ろ
う
』
と
意
識

を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た

女
性
の
考
え
方
や
と
ら
え
方
も
取

り
入
れ
、
楽
し
く
魅
力
あ
る
も
の

を
創
り
あ
げ
た
い
」
と
意
気
込
み

を
話
し
て
い
ま
し
た
。

職
員
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修
会
」

 個
人
情
報
保
護
な
ど
再
度
認
識

第
２
回
広
報
広
聴
研
究
会

３
月
　
日
　
　
午
後
２
時
～

１９

(日)

　
ふ
る
さ
と
産
業
文
化
館

１７人の会員で発足した研究会

個人情報保護などについて再度認識

 前年同様一律配分
　町水田農業推進協議会

　３月２日、役場会議室で町長、議員、農業委

員ら関係者２７人の出席で、町水田農業推進協

議会が開催されました。

　通常総会では、平成１８年産米の農業者別生

産目標数量の配分などについて協議がなされ、

その結果、１７年度同様に全農家の対象水田に

一律６１．７％（対前年比４．３％減）で配分するこ

とが決定しました。

　米の生産目標数量に応じた生産の徹底を図

る必要があります。

　最後に、平成１９年産から導入される、品目

横断的経営安定対策についての説明がありま

した。

【品目横断的経営安定対策】

　我が国の農業は、農業者の数が急速に減り、

また高齢化が進んでいます。このような状況

の中で、今後の農業を背負って立つことがで

きるような、意欲と能力のある担い手が中心

となる農業構造を確立することが「待ったな

し」の課題となっています。

　そこで、これまでのような全ての農業者の

かたを一律的に対象として、個々の品目ごと

に講じてきた施策を見直し、１９年産からは、意欲

と能力のある担い手に対象を限定し、その経

営の安定を図る施策（品目横断的経営安定対

策）に転換することとしています。

【経営安定対策促進奨励金制度】

　国の品目横断的経営安定対策の対象となれ

ないかたが、麦の作付け面積を拡大しようと

する認定農業者等に対し、ご自分の所有する

農地について利用権の設定等を行う場合、県

は貸し手に対し奨励金を交付します。

　奨励金を受けるためには、貸し手（農地）の要

件や借り手の要件等があります。

                                【問】経済課　内線１５２

目標数量の配分を決定した協議会


